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同上

特定高圧ガス消費施設、消費方法の技術基準適合命令

　市長は、特定高圧ガス消費者の消費施設又は消費方法が、技術上の基準に適合していない
と認めるときは、当該特定高圧ガス消費者に対し、技術上の基準に適合させるように命ずる
ことができます。

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第24条の３第３項
(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/)

高圧ガス保安法第24条の３第３項
　都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費のための施設又は消費の方法が前２項の技術
上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のため
の施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガスの
消費をすべきことを命ずることができる。

http://www.city.osaka.lg.jp/shobo/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

